
静岡市登録手話通訳者及び登録要約筆記者派遣事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、市内に住所を有する聴覚、言語機能又は音声機能に障害を有する障害者

のうち、身体障害者手帳の交付を受け、又はこれと同等であると市長が認める状態にある

もの（以下「聴覚障害者等」という。）の意思疎通を支援することにより、聴覚障害者等

の自立と社会参加の促進に資するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成17年法律第123号）第77条第１項第６号の規定に基づく地域生活支

援事業として、聴覚障害者等又は聴覚障害者等と意思疎通を図ろうとする者の求めに応

じ、手話通訳者又は要約筆記者を派遣する事業を実施するものとし、その実施に関し必要

な事項は、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）手話通訳者 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会が実施する手話通訳者登録試験に

合格した者又はこれと同程度以上の能力を有すると認められる者で、静岡県手話通訳者

派遣事業実施要綱（平成３年４月１日施行）に基づく登録を受けているもの 

（２）要約筆記者 特定非営利活動法人静岡県中途失聴・難聴者協会が実施する要約筆記者

登録試験に合格した者で、静岡県要約筆記者派遣事業実施要綱（平成21年４月１日施行）

に基づく登録を受けているもの 

（手話通訳者等の登録等） 

第３条 市長は、手話通訳者及び要約筆記者のうちから、この事業に基づく派遣に応じるこ

とができる者を登録するものとする。 

２ 前項の規定による登録を受けようとする者は、手話通訳者等登録申込書（様式第１号）

及び手話通訳者等調書（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、これを審査し、適当であると認める

場合は、手話通訳者等派遣事業登録者台帳（様式第３号）に登載するとともに、登録通訳

者証（様式第４号）を交付する。 

４ 前項の規定による登録を受けた手話通訳者及び要約筆記者（以下「登録手話通訳者等」

という。）は、交付された登録通訳者証を毀損し、又は紛失した場合には、直ちに市長に

登録通訳者証毀損・紛失届兼再交付申請書（様式第５号）を提出し、登録手話通訳者証の

再交付を受けなければならない。 



（登録の取消し） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、登録手話通訳者等の登録を取り

消すことができる。 

（１）登録手話通訳者等から辞退届（様式第６号）の提出があった場合 

（２）登録手話通訳者等が手話通訳者又は要約筆記者でなくなったとき 

（３）登録手話通訳者等が次条第２号から第４号までの規定に違反した場合 

２ 前項の規定による登録の取消しを受けた者は、登録通訳者証を速やかに市長に返還し

なければならない。 

（登録手話通訳者等が遵守すべき事項） 

第５条 登録手話通訳者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）自らその技術と知識の向上に努めなければならないこと。 

（２）聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない

こと。 

（３）業務上知り得た情報を派遣の対象者及びその関係者の意に反して第三者に提供して

はならないこと。 

（４）派遣に係る業務を行うに当たっては、登録通訳者証を携帯し、関係者の請求があると

きは、これを提示しなければならないこと。 

（派遣事業の実施） 

第６条 市長は、次に掲げる者の申請に応じ、登録手話通訳者等を派遣するものとする。 

（１）聴覚障害者等で、その日常生活及び社会生活を営む上で手話通訳者等の派遣を必要と

するもの 

（２）市内において、聴覚障害者等と意思疎通を図ろうとする者で、当該意思疎通に際し、

手話通訳者等を派遣することが当該障害者等の日常生活又は社会生活のために必要で

あると市長が認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、手話通

訳者等の派遣を行わない。 

（１）社会通念上、派遣することが好ましくないと市長が認める場合 

（２）公共の福祉に反すると市長が認める場合 

（派遣の申請） 

第７条 登録手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、登録手話通訳者等派遣申請書（様

式第７号）により事前に市長に申請しなければならない。 



２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合は、事後に申請すること

ができるものとし、この場合における申請は、登録手話通訳者等派遣申請書によるものと

する。 

（１）緊急やむを得ないと市長が認めるとき。 

（２）登録手話通訳者等による通訳を受けたとき。 

（３）この要綱の目的に合致すると認められるとき。 

（４）予算の範囲内であるとき。 

（派遣の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定す

る。この場合において、同条第１項の規定による事前の申請の場合は、併せて、登録手話

通訳者等のうち派遣可能なものを選定する。 

２ 市長は、前項の規定により派遣の可否を決定したときは、その結果を当該申請者に対し

登録手話通訳者等派遣決定（却下）通知書（様式第８号）により通知し、派遣を決定した

ときは、派遣する登録手話通訳者等（次条第１項の規定により推薦を受けた者を含む。以

下同じ。）に対し、登録手話通訳者等派遣依頼書（様式第９号）を送付するものとする。 

（他市町村との協力） 

第９条 市長は、第７条第１項の規定による申請に係る派遣の希望場所が市の区域外に存

する場合又は登録手話通訳者等が派遣に応じることができない場合にあっては、手話通

訳者等推薦依頼書（様式第10号）により当該場所が存する都道府県の知事若しくは市町村

の長又は当該場所の近隣市町村の長に対し、当該都道府県又は市町村において登録した

手話通訳者等の中から適当なものを推薦するよう依頼することができる。この場合にお

ける派遣に要する費用は、静岡市の負担とする。 

２ 市長は、他の都道府県知事又は市町村長から市内における登録手話通訳者等の派遣に

ついて登録手話通訳者等の推薦の依頼があった場合は、登録手話通訳者等の中から派遣

が可能である者を選考し、手話通訳者等推薦通知書（様式第11号）により当該都道府県知

事又は市町村長に通知するものとする。この場合における派遣に要する費用は、当該都道

府県又は市町村に負担させるものとする。 

（費用負担） 

第10条 この要綱に基づく事業の実施に際し、本市から派遣の決定を受けた者の負担すべ

き費用は、無料とする。 

（報告） 



第11条 登録手話通訳者等は、当該業務の終了の都度、手話通訳・要約筆記者実施結果報告

書（様式第12号）を市長に提出するものとする。 

（謝金） 

第12条 市長は、前条の手話通訳・要約筆記者実施結果報告書の提出があったときは、その

内容を確認の上、登録手話通訳者等に対し、月ごとに、別表に定める謝金を支給するもの

とする。 

（登録手話通訳者等の技術及び知識の向上等） 

第13条 市長は、登録手話通訳者等の技術及び知識の向上に資する研修の開催等に配慮す

るものとする。 

２ 市長は、登録手話通訳者等に対し健康管理に資する情報を提供するものとする。 

（関係団体等の協力） 

第14条 市長は、この要綱に基づく派遣事業の円滑な実施のため、聴覚障害者等及び登録手

話通訳者等の関係団体等との連絡を密にし、必要に応じ協議等を行うものとする。 

（雑則） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 18年 10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、現に改正前の静岡市登

録手話通訳者及び登録要約筆記通訳者派遣事業実施要綱（平成 17年 4月 1日施行）第３条

の規定に基づく登録を受けている登録手話通訳者等は、施行日に、第３条の規定による登録

を受けたものとみなす。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。



別表（第12条関係）                                     

謝金の額 謝金の額は、次のア、イ及びウにより算出した額を合計した額とする。 

ア １件の派遣ごと待ち合わせ時間から通訳業務が終了するまでの時間

（以下「派遣時間」という。）に対して、手話通訳にあっては１時間当た

り単価3,180円を、要約筆記にあっては１時間当たり単価2,080円を支給

する。この場合において、その額に１円未満の端数が生じたときは、これ

を四捨五入して得た額とする。 

備考 

１ １件あたりの派遣時間１時間に満たない場合の派遣時間は、１時

間とみなす。 

２ １時間を越えて、１時間に満たない部分については、手話通訳にあ

っては265円／５分、要約筆記にあっては174円／５分とする。 

イ 派遣時間が深夜（午後10時から翌日午前５時まで）にある場合について

は、単価に100分の150を乗じて得た額を１時間あたりの単価とし、その額

に１円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。 

ウ 自宅から派遣先までの移動に要する費用は、派遣手当とは別に支給す

るものとし、公共交通機関を利用した場合にあってはその実費に相当す

る額を、自家用車を利用した場合にあっては走行１キロメートルにつき

18円で算出した額を支給する。 



様式第１号（第３条関係） 

手話通訳者等登録申込書 

年    月   日 

 

（宛先）静岡市長  

 

静岡市登録手話通訳者等派遣事業の（手話通訳者・要約筆記者）としての登録を申し込みま

す。 

 

氏名                

性別 男 ・ 女 

生年月日  年  月  日 

住所 

〒 

 

 

TEL              

 

FAX 

登録したい理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第２号その１（第３条関係） 

静岡市登録手話通訳者調書 

（    年用） 

ふ り が な         

性別 男 ・ 女 

氏 名         

住 所        

〒 
 
 

自 宅 電 話 （      ）     ― ＦＡＸ （      ）     ― 

携 帯 電 話 （       ）      ― 

携帯メールアドレス  ＠ 

Eメールアドレス 

（パソコン） 
            ＠ 

通 訳 依 頼 連 絡 

優 先 順 位 

（優先順に１、２、３と数字を記入） 

（  ）自宅電話 （  ）携帯電話 （  ）携帯メール  

通 訳 先 へ の 

移 動 方 法 

（複数選択可） 

公共交通機関・自動車・バイク・自転車・その他（        ） 

活 動 可 能 

曜日･時間帯 
月 火 水 木 金 土 日 祝 日 

（可能なもの

に○をつけて

ください。） 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

所 属 サ ー ク ル 名 
 

 

他 市 登 録 状 況 
（登録市名を記入） 

 

その他、連絡事項等があればご記入ください。 

 

 



様式第２号その２（第３条関係） 

静岡市登録要約筆記者調書 

（    年用） 

ふ り が な         

性別 男 ・ 女 

氏 名         

住 所        

〒 
 
 

自 宅 電 話 （      ）     ― ＦＡＸ （      ）     ― 

携 帯 電 話 （       ）      ― 

携帯メールアドレス  ＠ 

Eメールアドレス 

（パソコン） 
            ＠ 

通 訳 依 頼 連 絡 

優 先 順 位 

（優先順に１、２、３と数字を記入） 

（  ）自宅電話 （  ）携帯電話 （  ）携帯メール  

通 訳 先 へ の 

移 動 方 法 

（複数選択可） 

公共交通機関・自動車・バイク・自転車・その他（        ） 

活 動 可 能 

曜日･時間帯 
月 火 水 木 金 土 日 祝 日 

（可能なもの

に○をつけて

ください。） 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

要約筆記の方法 手書き  ・  ＰＣ 

他 市 登 録 状 況 
（登録市名を記入） 

 

その他、連絡事項等があればご記入ください。 

 

 



 

  

 氏名 登録年月日 生年月日 郵便番号 住所 電話番号 ファックス番号 携帯番号 債権者コード 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

手話通訳者等派遣事業登録者台帳
様式第３号（第３条関係）



 

 

様式第４号（第３条関係） 

（表） 

 

                     登 録 通 訳 者 証 

 

 

 

 

 

 

上記の者は、静岡市登録手話通訳者等派遣事業の登録通訳者 

 であることを証明します。 

        平成  年  月  日 

                 静 岡 市 長 
 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

（注） 

１  通訳を行うときは、必ず本証を携帯すること。 

２  通訳により知り得た秘密を他に漏らさないこと。 

３  登録通訳者でなくなったときは、本証を返還すること。 

 

 

 

 

写
真
欄 

区 分  

氏 名 
 

印 



 

 

様式第５号（第３条関係） 

 

登録通訳者証毀損・紛失届兼再交付申請書 

 

年   月  日 

（宛先）静岡市長 

 

申請者氏名               

 

 先に交付を受けた登録通訳者証について、下記のとおり毀損・紛失しましたので、届け

出ます。 

 なお、あわせて再交付について申請します。 

氏名 
 

 

住所 

〒 

 

 

TEL              

 

FAX 

理由 

 

毀損  ・  紛失     

 

発生日時 

 

     年     月    日 

 

発生時の状況 

 

 

 

 

備考 
 

 

 



 

 

様式第６号（第４条関係） 

 

辞 退 届 

 

（宛先）静岡市長 

 

 以下の理由により静岡市登録手話通訳者等派遣事業の（手話通訳者・要約筆記者）とし

ての登録を辞退させていただきたく、届け出ます。 

 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

住 所                      

 

氏 名                     

 

 

 



 

 

 

 

様式第７号（第７条関係）

　　（宛先）静岡市長

申請日

氏 名

電話・FAX 電話 FAX

年　　　　齢 歳

身体障害者手帳

午前
午後

午前
午後

　時　　　　　分 まで

待合せ場所

派 遣 年 月 日 　　　　年　　　　月　　　　　日　（　　　）

派 遣 予 定 時 間

通 訳 の 内 容

備　　　　考

通 訳 場 所

待 ち 合 わ せ 時 間

事 前 に
知らせて おく 内容

（住所）

要約筆記を
希望する場合

要約筆記の方法：　全体投影（手書き・パソコン)

　　　　　　　　　ノートテイク（手書き・パソコン）

　時　　　　分から

登録手話通訳者等派遣申請書

申
請
者

住　　　　所

静岡県・静岡市 第　　　　　　　　　　　　　号　　（　　　）級

　　　年　　　　月　　　　日



 

 

 

 

 

 

様式第８号（第８条関係）

登録手話通訳者等派遣決定（却下）通知書

様

　　　年　月　日 付けで申請のあった登録手話通訳者等の派遣について、次のとおり

決定（却下）したので通知します。

待ち合わせ場所待 ち 合 わ せ 時 間

派 遣 す る
手 話 通 訳 者 等

派 遣 年 月 日 　　　年　　　月　　　日

派 遣 予 定 時 間 時　　　　分　から　　時　　　分　まで

　　年　　月　　日

通 訳 の 内 容

通 訳 場 所

静岡市長　氏　　　名　

緊 急 時 の 連 絡 先

備 考
（ 却 下 理 由 ）

※待ち合わせ時間から30分を過ぎてもお越しいただけないとき、登録手話通訳者等は帰らせていただく場合
がありますのでご承知ください。



 

 

 

  

様式第９号（第８条関係）

下記のとおり登録手話通訳者等を依頼します。

登録手話通訳者等派遣依頼書

待 ち 合 わ せ 場 所

待 ち 合 わ せ 時 間

派 遣 日 時

派 遣 内 容

派 遣 場 所

静岡市長　氏　　　名　

緊 急 時 の 連 絡 先

備 考

申 請 者

派 遣 す る 全 手 話
通 訳 者 等 氏 名

　年　　月　　日　　時　　分　から　　時　　　分　まで

（住所）

様



 

 

様式第10号（第９条関係） 

手話通訳者等推薦依頼書 

ま 年  月  日  

市（町・村）長 様 

 

静岡市長 氏   名  

 

 本市は、下記のとおり、貴市内の手話通訳者、要約筆記者に対し通訳派遣の依頼をした

いので、推薦してくださるようお願いします。 

 なお、派遣の決定、謝金の支給等については、静岡市登録手話通訳者及び登録要約筆記

者派遣事業実施要綱に基づき、静岡市が、直接、推薦を受けた手話通訳者、要約筆記者に

通知及び支給するものとします。 

 

記 

 

申 込 者 

 

 

（住所                          ） 

派遣予定年月日 年   月   日 （   曜日） 

派 遣 予 定 時 間 時   分 から   時   分 まで 

通 訳 内 容  

通 訳 場 所 
 

 

待ち合わせ時間 
  

待ち合わせ場所 
 

 

聴覚障害者人数          人 （申込者が団体の場合のみ） 

事前に知らせて

おきたい内容 

 

 

備   考 
 

 

 
時  分 



 

 

様式第11号（第９条関係） 

 

手話通訳者等推薦通知書 

 

    年  月  日 

 

市（町・村） 長  様 

静岡市長 氏   名  

 

   年  月  日付けで依頼のあった手話通訳者（要約筆記者）の推薦について、次

のとおり通知します。 

 なお、派遣の決定、謝金の支給等については貴市で処理いただくようお願いします。 

 

派遣が可能な年月

日 
  年  月  日 （  曜日） 

派遣が可能な時間 時   分 から   時   分 まで 

通 訳 内 容 
 

 

通 訳 場 所  

待ち合わせ時間    時   分 待ち合わせ場所 
 

 

推 薦 手 話 

通 訳 者 等 名 

 

 

緊急時の連絡先 
 

 

備     考 

 

（注）待ち合わせ時間から30分を過ぎても、申込者が待ち合わせ場所に来ないときは、 

登録手話通訳者等は帰る場合がありますのでご承知ください。 

 

  



 

 

様式第12号（第11条関係） 

 

手話通訳・要約筆記者実施結果報告書 

           

平成  年  月  日 

（宛先）静岡市長 

 

通訳者氏名             

 

活 動 日      年   月   日（  ） 

申 請 者 

氏  名 

 

 

派遣時間 時   分 から   時   分まで 時間  分 

通訳場所 
 

 

用 件  

結 果 

 

 

経 路 

公共交通機関 

（                      ） 

 

車・バイク （往復      ㎞） 

合計 円 

そ の 他 

聴障者数      人  健聴者数      人 共訳者の有無    有  ・  無 

 

 

 

 


